
第１５回甲種防火管理再講習案内 

 

甲府地区消防本部 

 

１ 講習の概要 

本講習は、消防法施行規則第２条の３第１項の規定に基づく甲種防火管理再講習であ 

り、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対して行う 

もので、５年に１度受講することが義務付けられています。 

 

２ 講習日時及び定員 

令和４年８月３１日（水）午後１時から午後４時まで 

定員５０名 

 

３ 講習場所 

甲府市青沼三丁目５番４４号 

甲府市総合市民会館 ３階「大会議室」  TEL０５５－２３１－１９５１ 

 

４ 受講対象者 

劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物（特定防火 

 対象物）のうち、収容人員が３００人以上の甲種防火対象物の防火管理者として選任さ 

れた方が受講義務対象となります。 

ただし、管理権原が分かれている防火対象物の小規模テナント等で、乙種防火管理講 

習修了者を防火管理者として選任することが認められている小規模テナント等の防火管 

理者を除きます。 

 

５ 受講期限 

(1) 防火管理者として選任された日が、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習 

  を修了した日から４年を超えている方は、選任された日から１年以内に再講習を受講 

してください。 

(2) 防火管理者として選任された日が、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習 

を修了した日から４年以内の方は、新規講習又は再講習の修了した日以後の最初の４ 

月１日から５年以内に再講習を受講してください。 

(3) 上記(1)、(2)を受講してからは、その講習修了日以後における最初の４月１日から、 

５年以内ごとに再講習を受講してください。 
 

６ 受講申請書の受付 

(1) 受付日時 

(1) 令和４年８月８日（月）から同年８月１２日（金）までの平日 

(1) 午前９時から午後４時３０分まで 

(2) 受付場所及び問合せ先 

甲府市伊勢三丁目８番２３号 

甲府地区消防本部 ２階 査察課  査察企画係 TEL０５５－２２２－１２８４ 

 

７ 受講申込 

(1) 申請書に必要事項を記載のうえ、甲種防火管理新規講習修了証又は再講習修了証の 

写しを添えて本人が直接申し込むとともに、本人であることが確認できるもの（運転 

免許証・健康保険証等）を持参して下さい。 

受講料（２，０００円テキスト代等含む。）の徴収及び領収書の発行並びにテキス 



トの配布は受講日の受付時に行います。また、受講料は、お釣りのないようお願いし 

ます。 

なお、郵送、電話等による受付はできませんのでご注意してください。 

(2) 写真（縦３cm・横２．５ｃｍの大きさで６ヶ月以内に撮影した単身、無帽、正面 

  上半身で背景のないもの）が１枚必要となります。写真の裏には、氏名、生年月日を 

記載のうえ申請書に貼付してください。 

  (3) 窓口へ来られた順に受付けを行い、定員に達した段階で受付を終了します。 

 (4) 代理の方でも受付けできますが、受講者の運転免許証のコピーなど身分がわかるも 

の（写真、住所、生年月日が記載されているもの）をご準備ください。 

 (5) 受講料等は一切返却いたしません。 

(6) 申請書は甲府地区消防本部査察課及び管内各消防署に準備してある他、当消防本部 

  のホームページ（URL http://www.kfd.or.jp/）からもダウンロードすることがで 

きます。 

 

８ 注意事項 

(1) 受講当日は、筆記用具、受講票、印鑑、受講料２，０００円を必ず持参して下さい。 

(1) なお、甲府地区広域行政事務組合消防長発行の修了証をお持ちの方は、必ず修了証 

  を持参してください。 

(2) 遅刻、又は早退した方には、「修了証」は交付できません。 

 

９ 新型コロナウイルス感染症対策（３つの密を避ける） 

(1)  受付時は、２ｍ程度（最低でも１ｍ）の対人距離を確保する。 

(2)  体温測定を実施する。 

(3)  マスクの着用を徹底する。 

(4)  手指の消毒を実施する。 

(5)  受講時は、机１脚に１人掛けを徹底し、最低１ｍの対人距離を確保する。 

(6)  定期的な換気を行う。 

※ 風邪のような症状が認められる方については、受講をご遠慮ください。 

 

１０ 講習科目・所要時間 

講 習 時 間 割 表 

科     目 時     間 所要時間（分） 

受      付 １３：００ ～ １３：１５ １５ 

受 講 案 内 １３：１５ ～ １３：２５ １０ 

あ い さ つ １３：２５ ～ １３：３０  ５ 

消防法令の改正概要 １３：３０ ～ １４：３０ ６０ 

火災事例と防火管理 １４：４０ ～ １５：４０ ６０ 

修 了 証 交 付 １５：５０ ～ １６：００ １０ 

 



第１５回甲種防火管理再講習受講申請書 

 ※受理番号  

令和  年  月  日 

（あて先）甲府地区広域行政事務組合消防長 

受 

  

講 

 

申 

 

請 

 

者 

住 所 

（自宅） 

〒   － 

フリガナ  
連絡先 

（携帯） 
 

氏 名  生年月日 

 

 

 

事業所名  

所在地  

職務上の地位 

（ 職 名 ） 
 

取得済修了証 
 取得修了 

証番号 

番号      号 

S・H  年  月  日 

取得講習 

機関 
 

記入上の注意 

１ 該当箇所の□にレ印を入れてください。 
※担当者  

２ ※の欄は、記入しないでください。 

 

 

第１５回甲種防火管理再講習受講票 

 ※受講番号  

住 所 

（自宅） 

〒   － 

 フリガナ  

生年月日 
 

 

 氏 名  

講習日時  令和４年８月３１日（水） 午後１時～午後４時 

講習場所  甲府市青沼三丁目５番４４号  甲府市総合市民会館 ３階「大会議室」 

※  確  認  欄 

実施日 入 場 退 場 検印 欠講時間 

午後 ： ：   

受講上の注意 

１ 受講当日は、筆記用具、受講票、印鑑、受講料２，０００円を必ず持参してください。なお、甲

府地区広域行政事務組合消防長発行の修了証をお持ちの方は、必ず修了証を持参してください。 

２ 入場時に受付へ提出して検印を受けてください。 

３ 遅刻・早退の者には「修了証」は交付できません。 

４ 会場周辺道路には駐車しないでください。 

※個人情報の取り扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令を遵守し、安全管理の徹

底を適切に行い、使用目的以外の利用は致しません。 

□ 昭和 

□ 平成 

写   真 

 

タテ   ヨコ 

3cm×2.5cm 
年  月  日 

□ 平成 

□ 昭和 

□ 甲種新 

□ 甲種再 

年  月  日 


